
広島県工事費内訳書取扱要領

平成 26 年６月１日制  定 

平成 27 年４月１日一部改正 

平成 28 年６月１日一部改正 

平成 30 年６月１日一部改正 

平成 31 年２月４日一部改正 

令和２年６月１日一部改正 

１ 趣旨 

この要領は，建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２０条及び公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）の趣旨を踏まえ，広島県が発

注する建設工事の入札について，入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとと

もに，入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）の適正な積算を促進するた

め，入札者に工事費内訳書の提出を求めることについて，必要な事項を定める。 

２ 定義 

 (1) この要領において「工事」とは，建設業法第２条第１項に規定するものをいう。 

 (2) この要領において「調査基準価格」とは，建設工事執行規則（平成８年広島県規則

第 39 号）第７条の２の調査基準価格をいう。 

 (3) この要領において「重点調査」とは，建設工事における低入札価格調査制度事務取

扱要綱（平成８年１月１日施行），以下「低入要綱」という。）第７条第３項の重点調

査をいう。  

３ 対象工事 

  県が一般競争入札又は指名競争入札により発注する全ての工事 

４ 工事費内訳書の提出 

 (1) 書面により入札に参加する者には，入札の際に入札書とともに工事費内訳書を提出

させるものとする。 

 (2) 広島県電子入札実施要領（平成 20 年４月１日制定）に基づく電子入札システムに

より入札に参加する者には，入札の際に入札書とともに工事費内訳書を添付させるも

のとする。 

ただし，電子ファイルの容量等の問題により添付しての提出ができない場合には，

求める全ての様式を書面により提出させるものとする。（電子ファイルと書面の併用

や，両方での提出は認めない。） 

なお，この場合においては，電子入札システムへ「工事（業務）費内訳書持参提出

連絡票」を添付させるものとする。 



(3) 書面によらない場合は，Microsoft Excel 2010，Microsoft Word 2010 又は Adobe  

Reader DC で閲覧・印刷可能なものとする。 

 (4) 書面により入札に参加する場合，又は電子ファイルの容量等の問題により書面で提 

出する場合においては，次の事項を記入した封筒に封入して提出させるものとする。 

ア 提出者の商号又は名称 

イ 工事費内訳書が在中している旨 

ウ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日 

(5) 上記により難い場合は，別に定める。 

５ 入札参加者への周知 

  発注者は，工事費内訳書の提出等について，入札公告又は入札条件に記載すること等

により周知するものとする。 

６ 工事費内訳書の様式及び記入内容等 

 (1) 工事費内訳書の様式及び内容は次表のとおりとする。 

    なお，特殊設備工事を除く営繕工事（以下「営繕工事」という。）の場合は，「様式

１～３」を「様式営１～営３」に読み替えて適用するものとする。 

様式 内容 

様式１ 工事費内訳書（表紙） 

様式２ 「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」 

様式３ 労務賃金調書 

  (2) 工事費内訳書への記入が必要な内容は次のとおりとする。 

なお，予定価格には，消費税及び地方消費税相当額を含む。 

ア ５億円未満の工事（１．５億円以上５億円未満の土木一式工事を除く。）の場合 

(ア) 調査基準価格以上の価格で入札する場合 

様式１及び様式２（「下請負人及び見積額」に関する部分を除く。） 

(イ) 調査基準価格を下回る価格で入札する場合 

様式１，様式２及び様式３ 

イ 予定価格５億円以上の工事及び１．５億円以上５億円未満の土木一式工事で予定

価格を事後公表とする工事の場合 

様式１，様式２（「下請負人及び見積額」に関する部分を除く。） 

なお，入札価格が調査基準価格未満であった場合には，「下請負人及び見積額」に

関する部分を記載した様式２及び様式３については，開札後，発注者が低入札価格調

査資料等提出依頼書（別記１）で指定した提出期限（依頼日から起算して３日以内）

に提出するものとする。この場合の様式２は，６（3）イ（イ）のとおり，工事数量

総括表に記入されている，費目・工種明細など，単位及び数量を漏れなく記入したう

えで，見積額を記入すること。 

(3) 工事費内訳書の記入方法は次のとおりとする。 



  ア 様式１ 工事費内訳書（表紙） 

(ア) 入札者の住所・商号又は名称，工事名，工事場所を記入し，押印すること。 

ただし，電子入札システムにより提出する場合は，押印を不要とする。 

(イ) 調査基準価格未満で入札する場合は，１から３について回答を記入すること。 

(ウ) 重点調査の対象となる場合は，４から６に回答を記入すること。 

(エ) 予定価格を契約締結後に公表する案件においては，調査基準価格未満の入札と

なった場合及び重点調査の対象となった場合を想定し，１から６の全てについて

回答を記入すること。 

イ 様式２ 「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」 

（工事費の内訳） 

(ア) 工事名，工事場所，入札者の商号又は名称，建設業許可番号，配置予定技術者

の概算年収（万円）及び所要工期（日数）を記入すること。 

(イ) 工事数量総括表に記入されている，費目・工種明細など，単位及び数量（営繕

工事の場合は，参考数量書に記載されている中科目までの項目，単位及び数量）

を漏れなく記入したうえで，見積額を記入すること。なお，調査基準価格以上で

入札する場合は，工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル３まで

記入し，レベル４は記入不要とする。ただし，入札公告又は入札条件により別途

工事費内訳書の記入方法を示す場合は，その記入方法によることができる。 

 (ウ) 工事価格は，入札価格と同額であること。 

なお，工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては，工事価格  

の合計と入札価格が同額であること。 

     (エ) 諸経費等については，適用される積算基準等に基づいて必要額を記入すること。 

なお，工事数量総括表で本工事費，付帯工事費，補償工事費等，費目が複数設 

定されている場合は，それぞれの費目毎に諸経費等を記入すること。 

また，施工箇所が点在する工事や災害復旧工事などで何箇所か工事箇所がある 

場合も，それぞれの箇所毎に諸経費等を記入すること。ただし，入札公告又は入

札条件により別途工事費内訳書の記入方法を示す場合は，その記入方法によるこ

とができる。 

（下請負人及び見積額） 

(オ) 全ての一次下請予定者の商号又は名称，建設業許可番号，配置予定技術者の 

概算年収（万円）及び所要工期（日数）を記入すること。 

 (カ) 工事費の内訳に記入された全ての項目について，入札者及び全ての一次下請

予定者の内訳を記入すること。   

(キ) 一次下請予定者から見積を徴収する際は，下請予定者が負担すべき法定福利費

相当額などの必要経費を適切に計上するよう促すとともに，具体的な工種・数量

等を明示した見積とすること。 

(ク)  一次下請予定者から見積を徴収した際は，提出された見積書の内容を反映して

記入すること。 

また，全ての一次下請予定者の見積書（押印あり）の写しを添付すること。 

(ケ) 建設工事に該当しない警備の委託(業務)等については，それを手配する予定の 



入札者又は一次下請負予定者に含めて記入すること。 

ウ 様式３ 労務賃金調書 

(ア) 入札者及び全ての一次下請予定者について記入すること。 

(イ) 職種欄に該当職種がない場合は，行を追加して記入すること。 

７ 工事費内訳書の審査方法 

  審査は，開札後，落札候補者が提出した工事費内訳書により行うものとし，追加資料

の提出は認めない。 

ただし，発注者は必要と認めた場合には，入札者に説明を求めることができる。 

(1) 次に該当する者は，失格とし，落札者としないものとする。 

  ア 全般 

(ア)  ６で記入を求める様式が開札時に提出されていない場合。 

(イ) ４で規定する提出方法によらない場合。 

  イ 様式１ 

   (ア) 入札者の住所，商号又は名称が適切に記入されていない場合，及び入札者の押

印がない場合。 

ただし，電子入札システムにより提出する場合は，押印を不要とする。 

   (イ) 当該工事の工事名・工事場所が適切に記入されていない場合。 

  ウ 様式２ 

   （工事費の内訳） 

(ア) 当該工事の工事名，工事場所が適切に記入されていない場合。 

(イ) 入札者の商号又は名称，建設業許可番号，配置予定技術者相当職の年収（万円）， 

及び所要工期（日数）が記入されていない場合。 

(ウ) 設計図書に示す工事数量総括表に記載されている「費目・工種明細など」，「単

位」，「数量」（６（３）イ（イ）及び（エ）ただし書きによる場合は，入札公告

又は入札条件により別途示す項目）が漏れなく適切に記入されていない場合，及

びそれらの「見積額」が記入されていない場合。ただし，調査基準価格以上で入

札している場合は，工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル３ま

での単位及び数量とする。 

 なお，営繕工事の場合は，参考数量書に記載されている中科目までの項目，単 

位及び数量とする。 

また，警察本部及び教育委員会発注工事の場合は，工事設計書等に記載する内 

     訳とする。 

(エ) 工事価格（工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては，工事価 

格の合計金額）と入札金額が異なる場合 

（下請負人及び見積額） 

 (オ) ６で記入を求めている場合において，下請を予定しているが，全ての一次下請 

予定者の商号又は名称，建設業許可番号，予定技術者相当職の年収（万円）及び 

所要工期（日数）が記入されていない場合 

(カ) ６で記入を求めている場合において，下請を予定しているが，全ての一次下請 



予定者からの見積書（写し）の添付がない場合，一次下請予定者の押印が無い場 

合，又は具体的な工種・数量等を明示した見積となっていない場合 

   (キ) ６で記入を求めている場合において，下請を予定しているが，一次下請予定者 

からの見積書に記入された工事価格と「下請負人及び見積額」に記入した工事 

価格が一致しない場合 

エ 様式３ 

(ア) ６で記入を求めている場合において，入札者及び全ての一次下請予定者（下請 

の予定がある場合）の会社名が記入されていない場合 

(イ) ６で記入を求めている場合において，入札者及び全ての一次下請予定者（下請 

の予定がある場合）の該当職種の最低額及び最高額が記入されていない場合 

(2) なお，調査基準価格を下回る入札金額の場合は，低入札価格調査において上記(1)

に加え，次の事項を確認する。 

ア 様式１の該当項目に回答があること，及びその回答により，低入要綱第 10 条に定

める低価格入札者と契約する場合の措置等の履行を予定していることが確認できる

こと 

イ 一次下請予定者の見積書に基づき適正に計上されていること 

ウ 設計図書（仕様書等）に計上している設計数量（参考数量）を満足する数量に基 

づく見積であること 

エ 適正な見積（積算）に基づき工事価格が算出されていること 

８ 提出された工事費内訳書の取扱い 

 (1) 提出された工事費内訳書の引換え，変更，撤回（取消）又は追加等は認めない。 

 (2) 提出された工事費内訳書は，返却せず他の入札関係書類と併せて保管する。 

 (3) 提出された工事費内訳書は，必要に応じ公正取引委員会及び広島県警察本部に提出 

する。 

 (4) 提出された工事費内訳書は，広島県情報公開条例（平成 13 年広島県条例第５号） 

に基づく開示の対象となる。 

９ 災害復旧工事等に係る特例の取扱い 

６（３）イ（イ）及び（エ）ただし書きは，災害復旧工事等の円滑な執行を図るため，

知事が特に必要と認める場合に適用することができる。 

 附 則 

１ この要領は，平成 26 年６月１日以降に公告又は指名する工事から適用する。 

２ 平成２７年４月１日改正については，平成２７年４月１日以降に公告又は指名する建

設工事に適用する。 

３ 平成２８年６月１日改正については，平成２８年６月１日以降に公告又は指名する建

設工事に適用する。 

４ 平成３０年６月１日改正については，平成３０年６月１日以降に公告又は指名する建

設工事に適用する。 



５ 平成３１年２月４日改正については，平成３１年２月４日以降に公告又は指名する建

設工事に適用する。 

６ 令和２年６月１日改正については， 令和２年６月１日以降に公告又は指名する建設

工事に適用する。 



別記１ 

低入札価格調査資料等提出依頼書 

令和  年  月  日 

 様 

 契約担当職員 

工事名 

工事場所 

令和■年■月■日に開札した上記工事について，広島県工事費内訳書取扱要領６（１）に規定する労

務賃金調書（様式３）を令和●年●月●日までに提出してください。 

提出しない場合及び提出した資料が実際の施工体制等と異なる事実があった場合は，指名除外等を措

置することがあります。 

提出期限までに，資料の提出がない場合は，地方自治法施行令第 167 条の 10 第 1 項（同令第 167 条

の 13 において準用する場合を含む。）に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり，

請負契約の相手方として不適当であると認めて低入札価格調査を終了します。 

※施行上の注意

建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第７条第３項に定める重点調査に該当する

ときは，同要綱別記２の様式を使用し，「広島県工事費内訳書取扱要領６（１）に規定する労務賃

金調書（様式３）」の提出をあわせて求めることとする。



様式１

入札者 住所

商号又は名称 印

工事名

工事場所

番号

1

2

3

番号

4

5

6 第三者による出来形管理及び品質管理を追加して実施することの可否

内容

回答

可／否

可／否

○低価格入札調査制度対象工事において，重点調査の対象となる場合は，次の全ての項目に回答の
うえ，必要な書類を添付してください。（入札価格により対象となる場合を含む）
（予定価格５億円以上の工事及び1.5億円以上５億円未満の土木一式工事（消費税及び地方消費税相
当額を含む。）で予定価格を事後公表する工事においては，重点調査の対象となった場合を想定し，回
答してください。）

可／否

重点調査に関する資料の提出の可否
【添付資料：重点調査に関する資料】
（予定価格５億円以上の工事及び1.5億円以上５億円未満の土木一式工事（消費税及
び地方消費税相当額を含む。）で予定価格を事後公表する工事においては，重点調査
に関する資料の添付は必要なく，開札後において対象者に提出を求めた際の提出の
可否）

当該競争入札の開札時に，引渡しを終えていない低価格入札により契約を締結した他
の広島県発注工事（平成26年5月3１日以前に指名・公告した工事を除く）の有無

有／無

回答

可／否

当該工事が完了し，県が引渡しを受ける日までの間，業種を問わず他の広島県発注工
事の入札に参加することが認められないことの可否
（ただし，共同企業体として入札に参加する場合で，一部の構成員が番号３に該当する
ことにより重点調査の対象となる場合は，該当する構成員について記入してください。）

当該競争入札の開札時に，引渡しを終えていない低価格入札により契約を締結した他
の広島県発注工事（平成26年5月31日以前に指名・公告した工事を除く）がある場合に
は重点調査の対象となることの可否
※　２で「無」の場合は記入不要

可／否

（表紙）

○下請負人及び見積額の記入を要する場合は，全ての１次下請予定者からの見積書の写しを添付して
ください。

工事費内訳書

予定価格5千万円以上の場合，主任（監理）技術者が専任となり，さらに追加で技術者
を配置することの可否
（予定価格5千万円未満の場合，主任（監理）技術者が現場代理人を兼ねないことの可
否）

○低価格入札調査制度対象工事において，調査基準価格未満で入札される場合は，次の全ての項目
に回答してください。（予定価格５億円以上の工事及び1.5億円以上５億円未満の土木一式工事（消費
税及び地方消費税相当額を含む。）で予定価格を事後公表する工事においては，調査基準価格未満
の入札となった場合を想定し，回答してください。）

内容



様式２

元請負人 元請負人 下請負人-1 下請負人-2 下請負人-3 下請負人-4

単位 数量 金額（円） 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」

工事費の内訳 下請負人及び見積額

費目・工種明細など

工事名

工事場所

規格１・規格２

商号又は名称

建設業許可番号

配置技術者相当職の年収(万円)

所要工期(日数）



様式３

最低額 最高額 最低額 最高額 最低額 最高額 最低額 最高額 最低額 最高額 最低額 最高額

1) 特殊作業員

2) 普通作業員

3) 軽作業員

4) 造園工

5) 法面工

6) とび工

7) 石工

8) ブロック工

9) 電工

10) 鉄筋工

11) 鉄骨工

12) 塗装工

13) 溶接工

14) 運転手（特殊）

15) 運転手（一般）

16) 潜かん工

17) 潜かん世話役

18) さく岩工

19) トンネル特殊工

20) トンネル作業員

21) トンネル世話役

22) 橋りょう特殊工

23) 橋りょう塗装工

24) 橋りょう世話役

25) 土木一般世話役

26) 高級船員

27) 普通船員

28) 潜水士

29) 潜水連絡員

30) 潜水送気員

31) 山林砂防工

32) 軌道工

33) 型わく工

34) 大工

35) 左官

36) 配管工

37) はつり工

38) 防水工

39) 板金工

40) タイル工

41) サッシ工

42) 内装工

43) ガラス工

44) 建具工

45) ダクト工

46) 保温工

47) 建築ブロック工

48) 設備機械工

49) 交通誘導員Ａ

50) 交通誘導員Ｂ

51) 屋根ふき工

52) 船団長

53) 潜水世話役

54) 船舶製作工

55) 電気通信技術者

56) 電気通信技術員

57) 機械設備製作工標準賃金

58) 機械設備据付工標準賃金

59) 点検技術者

60) 点検技術員

61) 点検整備工

62) 運転監視技術員

63) 機械世話役

64) 機械工

65) ケーソンぎ装工

会社名
元請負人

0

労務賃金調書

0 0 0

下請負人-1 下請負人-2 下請負人-3 下請負人-4

0 0

下請負人-5

日当り賃金(円／日）日当り賃金(円／日）日当り賃金(円／日）日当り賃金(円／日）日当り賃金(円／日）日当り賃金(円／日）

職　種



66) 工場塗装工

67) 鋼橋製作工



様式２ 様式３

元請負人 元請負人 下請負人-1 下請負人-2 下請負人-3

aa建設㈱ ｂｂ建設㈱ ｃｃ建設㈱

340000AA 340000BB 340000CC

600 500 550 最低額 最高額 最低額 最高額 最低額 最高額 最低額 最高額

150 100 40 17,000 18,000 16,500 16,500

14,000 14,000 14,500 14,500 14,000 14,000

単位 数量 金額（円） aa建設㈱ ｂｂ建設㈱ ｃｃ建設㈱ 0

本工事費

道路改良 式 1 15,150,000 11,650,000 3,500,000 0

道路土工 式 1 4,150,000 650,000 3,500,000 0

掘削工 式 1 1,150,000 650,000 500,000 0

掘削 ｍ３ 5000 1,150,000 650,000 500,000 0 18,500 18,500

路体盛土工 式 1 3,000,000 0 3,000,000 0

路体（築堤）盛土 ｍ３ 750 3,000,000 0 3,000,000 0

擁壁工 式 1 11,000,000 11,000,000 0 0

プレキャスト擁壁工 式 1 11,000,000 11,000,000 0 0

プレキャスト擁壁 ｍ 70 11,000,000 11,000,000 0 0

舗装 式 1 10,500,000 2,000,000 0 8,500,000 16,000 17,500

舗装工 式 1 10,500,000 2,000,000 0 8,500,000

アスファルト舗装工 式 1 10,500,000 2,000,000 0 8,500,000

上層路盤（車道・路肩部） ｍ２ 4000 2,000,000 2,000,000 0 0

表層（車道・路肩部） ｍ２ 4000 8,500,000 0 0 8,500,000

**直接工事費** 25,650,000 13,650,000 3,500,000 8,500,000

技術管理費 75,000 75,000 0 0

技術管理費 式 1 75,000 75,000 0 0

技術管理費 式 1 75,000 75,000 0 0

情報共有システム利用料 式 1 75,000 75,000 0 0

安全費 300,000 300,000 0 0

安全費 式 1 300,000 300,000 0 0 18,000 18,000 18,500 18,500

安全費 式 1 300,000 300,000 0 0

交通誘導員 式 1 300,000 300,000 0 0

共通仮設費率分 2,800,000 1,600,000 400,000 800,000

**共通仮設費計** 3,175,000 1,975,000 400,000 800,000

**純工事費** 28,825,000 15,625,000 3,900,000 9,300,000

現場管理費 5,855,000 3,550,000 1,325,000 980,000

**工事原価** 34,680,000 19,175,000 5,225,000 10,280,000

一般管理費率分 2,400,000 1,400,000 400,000 600,000

契約保証費 8,000 8,000 0 0

一般管理費計 2,408,000 1,408,000 400,000 600,000

**工事価格** 37,088,000 20,583,000 5,625,000 10,880,000

**消費税相当額** 2,967,040 1,646,640 450,000 870,400

**工事費計** 40,055,040 22,229,640 6,075,000 11,750,400

**契約保証費計** 8,000 8,000 0 0

労務賃金調書

工事費の内訳 下請負人及び見積額

元請負人 下請負人-1 下請負人-2

ｂｂ建設㈱工事名 ○○線道路改良工事

「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」

41)サッシ工

　　　・

　　　・

　　　・

　　　・

　　　・

会社名

38)防水工

39)板金工

40)タイル工

24)橋りょう世話役

15)運転手（一般）

16)潜かん工

17)潜かん世話役

　　　・

　　　・

35)左官

33)型わく工

34)大工

25)土木一般世話役

26)高級船員

7)石工

36)配管工

37)はつり工

ｃｃ建設㈱

11)鉄骨工

12)塗装工

13)溶接工

14)運転手（特殊）

日当り賃金(円／日） 日当り賃金(円／日）

1)特殊作業員

2)普通作業員

職　種

6)とび工

3)軽作業員

4)造園工

5)法面工

日当り賃金(円／日）

31)山林砂防工

32)軌道工

27)普通船員

28)潜水士

29)潜水連絡員

30)潜水送気員

商号又は名称 aa建設㈱

所要工期(日数）

18)さく岩工

費目・工種明細など 規格１・規格２

日当り賃金(円／日）工事場所 建設業許可番号

配置技術者相当職の年収(万円)

○○市○○町○○工区

8)ブロック工

9)電工

10)鉄筋工

20)トンネル作業員

19)トンネル特殊工

21)トンネル世話役

22)橋りょう特殊工

23)橋りょう塗装工

記入例

①工事費の内 ②下請負人及び見積金額

③労務賃金調書

調査基準価格未満で入札する場合は，
工事数量総括表に記載されている項
目を漏れなく記載してください。
（規格１・規格２の欄を除き記入漏れが
ある場合は失格とする場合がありま
す。）
調査基準価格以上で入札する場合は，
レベル３までの工事数量総括表に記載
されている項目を漏れなく記載してくだ
さい。

調査基準価格未満で入札する場合は，
全ての一次下請予定者を記入し，それ

入札者及び全ての一次下請予定者に
ついて記入してください。
職種欄に該当職種がない場合は，行
を追加して記入してください。

調査基準価格未満で入札する場合
は，一次下請予定者から見積を徴取
する際，下請け予定者が負担すべき
法定福利費相当額などの必要経費
を適切に計上するよう促すとともに，
提出された見積書の内容を反映して
記載してください。

調査基準価格未満で入札する場合は，
全ての一次下請予定者について記入し

入札価格と同額である
こと


